
   令和５年度三沢市自主防災組織資機材整備事業費補助金交付要綱 

（令和５年４月１４日） 

 （趣旨） 

第１条 三沢市は、地域住民の災害時における被害の軽減を目的として、自主

防災組織が行う防災用資機材の整備に要する経費について、令和５年度予算

の範囲内において、自主防災組織資機材整備事業費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付については、三沢市補助金等の交

付に関する規則（昭和４７年三沢市規則第１５号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、防災用資機材とは別表第１に掲げるもののほか、

市長が特に必要と認めたものとする。 

 （補助対象団体、補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 補助金の交付の対象となる団体（以下「補助対象団体」という。）、補

助対象経費及び補助金の額は、別表第２に掲げるものとする。 

 （申請書等） 

第４条 規則第４条第１項の規定による申請書は、様式第１号によるものとし、

同条第２項の規定により当該申請書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとする。 

⑴ 当該年度の事業計画書（様式第２号） 

⑵ 当該年度の収支予算書（様式第３号） 

⑶ 防災用資機材整備計画一覧（様式第４号） 

⑷ 補助対象経費（見込み）の根拠となる書類の写し 

ア 見積書（購入品目が明記されたもの） 

イ カタログ等（品番が明記されたもの） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定の通知） 

第５条 規則第５条第１項の規定による補助金の交付の決定の通知は、様式第

５号により行うものとする。 

 （補助金の交付の条件） 



第６条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規

則第５条第２項の規定により付された条件となるものとする。 

 ⑴ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）が予定の期

間内に完了しない場合又はこれらの遂行が困難となった場合は、速やかに

その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出してその指示を

受けること。 

 ⑵ 補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項

を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを当該年度の事業終了後

から５年間保管しておくこと。 

 （計画変更の承認） 

第７条 補助事業について、次に掲げる変更をする場合は、事業変更（中止・

廃止）承認申請書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

 ⑴ 事業主体、事業内容等の変更 

 ⑵ 補助事業の中止又は廃止 

２ 市長は、前項の事業変更（中止・廃止）承認申請書を受理したときは、そ

の内容を審査し、その承認又は不承認を決定し、様式第７号により申請者に

通知するものとする。 

３ 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付すことができる。 

 （申請の取下げ） 

第８条 規則第６条第１項の規定による補助金の交付の申請の取下げは、補助

金の交付の決定の通知を受けた日から起算して７日を経過した日までにこれ

を行うものとする。 

 （補助金の請求） 

第９条 補助金の請求は、様式第８号により行い、交付決定後に交付決定通知

書の写しを添付して行うものとする。 

 （補助金の交付の方法） 

第１０条 補助金の交付の方法は、概算払（１０割概算交付）とする。 

 （実績報告書等） 

第１１条 規則第９条の規定による報告は、補助事業の完了の日（補助事業の

廃止の承認を受けた場合はその日）から起算して３０日を経過した日又は補



助金の交付に係る年度の翌年度の４月５日のいずれか早い期日までに、様式

第９号により行うものとし、当該報告に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。 

⑴ 事業実績書（様式第２号を準用） 

⑵ 収支決算書（様式第３号を準用） 

⑶ 防災用資機材整備実績一覧（様式第４号を準用） 

⑷ 経費を支払ったことを証する書類（領収書、明細書等） 

⑸ 自主防災組織財産管理台帳（様式第１０号） 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、規則

第１０条の規定により、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１１号によ

り通知するものとする。 

２ 第１０条により概算払を受けた補助金の精算額は、前項による補助金の確

定額によるものとする。 

（補助金の交付の決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた団体又は個人（以下「団体等」とい

う。）が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助金を補助の目的以外に使用したとき。 

⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ 補助事業を行う者が法令に違反する行為を行ったとき。 

 ⑷ この要綱に基づく申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。 

 （補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取

り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付

されているときは、様式第１２号により期限を定め、団体等に対してその返

還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第１２条第２項の規定により補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第１３号により期



限を定め、団体等に対してその超えた額の返還を命ずるものとする。 

（財産の処分の制限） 

第１５条 補助金により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産等を補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に

供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。た

だし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）に定める当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場

合は、この限りでない。 

⑴ 機械、重要な備品等 

⑵ その他市長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認め 

たもの 

 

 附 則 

 この要綱は、令和５年４月１７日から施行する。 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

 

別表第２（第３条関係） 

情報収集・伝達

用 
ハンドマイク、携帯用ラジオ、腕章等 

初期消火用  
消火器、水バケツ、砂袋、可搬式動力ポンプ、ヘルメッ

ト、とび口等 

水防用  
防水シート、シャベル、ツルハシ、スコップ、ロープ、

かけや、くい、土のう袋、救命胴衣   

救出救護用 

 

 

  

バール、はしご、のこぎり、スコップ、なた、ジャッキ、

ハンマー、大ハンマー、ロープ、チェーンソー、エンジ

ンカッター、チェーンブロック、斧、防塵マスク、防塵

メガネ、工具一式、担架、救急セット、テント、毛布、

シート、簡易ベッド等 

避難用 

 

 

強力ライト、標旗、ロープ、警笛、標識板、警報器具、

簡易トイレ、組立式シャワー、投光器、発電機、燃料等

携行缶等 

給食・給水用  
炊飯装置、鍋、こんろ、ガスボンベ、給水タンク、緊急

用濾水装置、配膳用食器等 

その他 
簡易収納庫、リヤカー、一輪車、ビニールシート、携帯

電話機用充電器等 

補助対象団体 補助対象経費 補助金額 

(1) 既に自主防災組織の設立を市に

報告しており、三沢市から防災用資

機材の整備に係る補助金の交付を受

けたことのない団体 

自主防災組織が

別表第１の防災

用資機材を購入

するために要す

る経費 

６０万円以内

の額（１回限

り） 

(2) 既に自主防災組織の設立を市に

報告しており、三沢市から交付され

た防災用資機材の整備に係る補助金

の額が、３５万円以内の団体 

２５万円以内

の額（１回限

り） 

(3) 三沢市から防災用資機材の整備

に係る補助金を交付された団体で、

前回申請した年度の、次年度の４月

１日から起算して、５年以上経過し

た団体 

別表第１の防災

用資機材購入の

他、当事業で購入

した資機材の更

新、修繕に要する

経費 

５万円以内の

額（５年毎に

１回） 

 

 


